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建設部現地機関の長 様 
建設部関係各課（室）長 様 
 

技術管理室長 
 

施工体制台帳の作成等の改正について（通知） 
 
 このことについて、別添の通り国土交通省不動産・建設経済局建設業課長より通
知（令和 3 年 3 月 2 日付け国不建第 410 号）がありました。工事監督業務等にお
きましては下記にご留意いただき、適正な事務処理にご配意願います。 
 なお、市町村には別途通知しましたので申し添えます。 
 

記 

 
１ 概要 
  建設業法施行規則の一部改正に伴う施行台帳作成等の改正 
 
２ 改正の内容 

（１）施工体制台帳の記載事項及び再下請通知を行う事項に以下の事項を追加 
○監理技術者補佐の氏名及び保有資格 
○当該建設工事の従事者に関する事項（作業員名簿） 

 （２）施工体系図の記載事項の追加 
    ○代表者の氏名、特定専門工事の該当の有無、当該下請負人の建設業許可番号、

一般及び特定建設業の別 
 
３ その他 
  改正の内容及び参考様式等は長野県ホームページに掲載します 
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